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獨
逸
炎
;m
派
の
，哿
才
，

H.

ル
，シ
：ス
：
，ト
ゾ
®
:ト
ル
々
ァ7は
革
命
的‘汝
情
熱
と
換
か
な
；
^

を
持
、-つ
、天
才
、で̂
る
く
歐
洲
大®
奴 

窗
し
た
典
帝
を
>
觸
滅
し
た
彼
成
戰
淨
'セ
呪
ひ

;̂
诋
國
虫
義
を
否
忠
し
て
、
自
巾
と
平
和
と

li
t
界
时
胞
の
理
想
'に
燃
ゆ
る 

肶
#
繁

刺

が

こ

め
1
^
7綠
^』

-
で
あ
る
パ
表
现
派
，"
代
表
蛾
仙
匕
し
で
全
歐
洲
に
氣
は
れ
た
こ
の
傲
作
は
黑
田
氏

' 

の
_
維
に
ょ
づ
て
邦_
さ
夂
榮
裝
を
凝
し
て

>«
た
。
表
双
派
の
鄯
術
を
知
ら
ん
と
す
る
裁
の
：、

好
著
で
あ
る
。
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渐
し
い
軍
命
獨
逸
の
^
悶
と
發
餺
と
祝
望
と
を
こ
め
や
ぅ
に
生
々
と
描
き
#
た
通
信
は
世
に
^
は
れ
て
*̂
&'
ね

表

面

I

如

“ 

的
な
漱
治
的
嚷
货
に
拙
は
れ
次
^
、
梟
字
を
無
意
味
に
羅
列
て
た
り
，、，
新
-し
い
.こ
.と
で
も
憤
値
似
な
，い

祗

戤

を

伸

ぺ

し

撕 

.く
拉
タ
て
傳
葸
が
づ
で
參
ゎ
と
ば
翁
っ
て
-
赛
者
沒
^

^
社̂
ぎ
心
理
的
龇
察
し
&
膻

^

^

的̂

取

极

汰

と

I
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(
I )

廣
義

L
:

於
け
る

®
會
主
義

^

の
國
家
觀
に
は
、國
家
敵
視
と
國
家
禮
拜

(staatskultus )

の
甚
し 

き
に
至
る
兩
極
端
マ

」

、典
中
間
に
位
す
る
幾
多
流
派
の
見
解
ヒ
の
あ
る
こ
ど
は
、人
の
知
る
通

6 

で
あ
る
が
、終
屈
的
に
は
國
家
を
否
認
し
な
が
ら
、或
條
件
の
下
に

.於
そ
：は
國
家

.を

#
定
す
る

T 

ノ
ク
シ
ス
ム
は
及

m
m.に
あ
つ
て

 

一
1:
獨
特
の
地
位
を
占
め
.て

^
.る

'̂
云
づ

.て
い
、
の
で
あ

.る
。
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論
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魏
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會
蠢
ぁ
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魏
社
會
義

W
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笫ニ鱗
 

二

*

v
引
明
さ
れ
る

Michael B
a
k
u
n
i
n

のA
l
e
x
s
d
e
r
.

芬 

1

八
六
九
年
十
月
二
十
八
日
附

:
 

-
: 

.

.

.

.

.

.

.

.
•
+ 

.

の
鐵
節
の
中

^
は：下

0
如
き

一
節
が
あ
る
。

日

く

『

：
•

. .M
a
r
x

が
ィ
ン
タ
ア
ナ
シ
ヨ
ナ
ダ
內
に 

於

C
非
常
に
有
用
の
人
物

.で
あ
る
と
は
爭
ふ

'
 
ベ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
今

,«
に
至
る
攻
で
彼 

れ
は
彼
れ
の
黨
に
鐵
し

dて
«

明
な
る
：影
響
を
與
へ
て
居
：る
。

さ
う
し

.て
社
會
ま
義
の

.®
も

® 

la
な
る
支
柱
、ブ
ル

」

ジ
.，ヨ
ヮ
的
思
想
：倾
向
の
侵
入
に
，對
す
る
最
も
堅
固
な
る
堡

M

ビ
な
つ
て
居 

る

:0
若
し
僕
が
彼
れ
に
復
響
す
る
ど
云
ふ
單

.な
る
目
的
の
爲
め
に
彼
れ
の
良
影
響
を

1

掃
し
、
 

苦
し
く
は
單
に
之
を
弱
め
る
丈
け
の
事
を
も
し

ょ

う

と

し

.た
な
ら
ば
、僕
は
決
し
て
僳
自
身
を 

恕

3

ぬ

で
あ
ら
う
。

併
し

傑
が
艰
れ
ビ
戰
端
を
開
く

^
き
は
や
が
て
來
る
か
も
知
れ
ぬ
、否
な 

問
：も
な
く
來
る
で

あ

ら

う

。
：
勿
論
を
れ
は
個
人
的

「

攻
擊
の
爲
め
に

:'
.

で
：は
な
く
て
、主
義
の
問
迦 

の
爲
め
、彼
れ
ど
彼
れ
の

率

ゐ
る
英
出
！

1
利
人
_獨
逸
人
と
が

最

も

熱
嵆
に
信
奉
す

る

國
^

. ^

產
主 

義(
c
o
m
l
m
l
n
i
l

 

d

f)

の

©;
め
に
で

あ

る

。
，

そ
れ
は
生
死
の
鬪
筚
で

あ
：
る

だ

ら

う

。

併
し
凡
て

の
事

に
は

時
が
あ
る
。
而
し
て
此
鬪
爭

の

時
は
ま
だ
到
來
し
な
い

の
，'で
あ
る

」

ミ
。

F ?
j 

g
p
r
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}
凡

そ

此
nt
以
來
無
政
府
在
：義
激
、サ

•ン
デ
ヵ
リ
ス
ト
、又
は
ギ
ル
ド 

0

0

主
義
者
等

.は
、生.'
産
寒
具
の
所
有
を
私
人
れ
る
資
本
家
の
手
か
ら
剝
奪
し
て
、之
を
任
意
團

體
に
移
す
ベ
，
し
ご
す
る
諸
：主
張
マ

\

之
を
國
象
に
移
す
ベ
し

.

ビ
す
る
要
來
ビ
を
相
對
立
せ
し
め
、

 

後
，考
を

0
ぶ
に
集
產
主
義

.

又
は
國
、家
社

.

會
主
義
を
以
て
し

- n
s

し
て
マ
ル
ク
シ
ズ
：ふ
は

.

此
の
國
： 

、家
*

會
主
義
の
中
に

®

す
る
も
の
ビ
夯

*

す
る
の
を
常
ど
し
て

&

る
。
此
分

0
は
全
然
謬
つ

 

て
®

る
と
は
云
へ
な
ぃ

<
=

併
し
を
れ
は
甚
だ
不
充
分
不

I H

確
で
、重
大
.な
る
誤
解
を
一
弊
く
猶
臉

 

を
：合
む
も

の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
社
會
駿
達
の
或
段

0
に
於
て

*

產
階

.

級
.
.

が
«
權
を

 

掌
.

提
し
、私
人
所
有
の

“

生
產
要
具
：を
剝
奪
し

.

て
不
取
敢

I

先
づ
之
を
國

'

家
の
有
に

.

移
す
ベ
き

z 
A 

を
要
，求
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、服
界
を
こ
れ
丈
け
に
限
っ
て
無
政
府
由

_

や
サ
'ン
デ
カ
ッ

 

ズ
ム
に
對
し
て
之
を

_

家
：祉
會
主
義
と

.

畔
ぶ
こ
ご
は
强
ち
失
當

^

は
»

は
れ

.

な
い
が
、無
政
府

 

主
義
や
サ
ン
デ
力
リ
ベ
ズ

4

へ
か
强
權
支
配
の
行
f t

れ
ぬ
自
由
社
會
を
理
想
ど
し
て

.

居
る
の
に
、，

r 

i

ル

ク

シ

ズ

ム

は

生

產

要

長

又

は

I .

切

財)

の
國
家
の
手
に
所
有
監
理
せ
ら
：る
、
狀
態
を
最
終
目 

標

ビ

す

'る

ビ

沄

ふ

の

な

、ら

ば

、を

れ

は

明

か

に

誤

謬

で

あ

る

。

:：M
a
r
x

も

亦

明

炉

K
國

家

强

權

の
 

行」

は

れ

.

.

g
:

自

由

無

拘

束

の

.社

.會
を

',其 

ビ

す

る

も

の

.で
あ

'
.
.
つ
'て
、生

*
用

.

.具

の

®
:
有

は 

獨
，家

消

；滅

の

：域

に

到

遝

す

る

爲

兮

と

し

て

之

を

主

張

す

，る

に

外

な

ら

ぬ

か

&

で 

あ

る

。
：

M
a
r
x
-
E
n
g
e
l
s

，の

見

名

と

，こ

ろ

で

：は
、階

級

：國

家

の

外

に

國

家

は

な

い

。

然

る

に

無

簏

者
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港
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四

の
解
放
，

は

有
ゆ
る

階
級

別

、階
級
對

抗
を
廢
止
す
る
こ
と
に
由

0

て
始
め
て
遂
げ
ら
れ
、爾
し
て

此

I

級
別

I

I

る
こ

I

I

級
國
家
が
私
有
資
本

S

奪
美
ふ
こ
と
に

由
て

0ヾ
:み
行
は
れ
る
の
，で
あ
：：る

.；か
ら
、無
產
階
級
國
家
は
國
家
.其
者
の
消
滅
の
爲
め
，に
活
»
す
る
も 

0
で
あ
る
と
云
つ
て
好

'い
の
で

':

あ
る
。

」

.
§……
 

_ 

.

M
a
r
x

の
國
家
觀
は

H
e
g
e
l

の
國
家
觀
か
ら
出
發

し

て

、㈨

し
て
後
之
を
離
れ

/a
も
の
と
云
ふ

こ
ビ
が
出
來
る

(Hemrloll o
u
n
o
w
.
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B
d
,

AO
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1
0,

 

口 

K
a
p
I
t
e
b
.
M
a
r
x

も
其
初
期
ニ
八
四
〇
年
代
前
半

)

の
論
文
に
現
れ
て
ゐ
る

.じ

こ

ろ 

を
：以
て

.
a
れ
ば
，

f

-

ど
；
北c

に
國
家
の
人
：間
の
法
律
上
道
徳
上
政
治
上
の
自
由
が
其
內
に
於 

て
實
.塊
せ

ら
る
べ
き

有
機
體
で
あ
か
こ
と
を
認
め
て
ゐ
た
。
細
に
，現
在
の
國
，家
‘内
に
於
て
は 

此
理
想
は
實
現
せ
ら
れ
て

b

な、い
が
、を
れ
は
國
家
が
未
だ
完
成
の
鱗
に
達
し
て
屑
ち
ぬ
か
ら

•
 

•

 

:

..

..

I

,

で
あ
：つて

"究
極
に
於
て
國
家
が
何
時
か
此
使
命
を
來
た
す
べ
き
時
の

:來
る
こ
ビ
を

M
a
r
x

は 

疑
り
：
て
ゐ
な
か
つ
た
や
ぅ
に
見
え
る

:0
そ
れ
が
漸
く
變
つ
て
♦彼
れ
は
國
家
は
遂

R
此
意
味
に 

於
て
の
完
成
：の
狀

_

に
到
達
す
る
こ
ビ
が
な
く
、其
形
態
は
如
何
に
變
化
し

V

も
畢
竟
階
級
國

家
の
外
，に
國
家

の
な
い

こ

f
を
信

す
る
や
ぅ
に
な
つ

た
の
で

iiou
now,
 

a. 
p
 
o.
 

s. 

2
8
1
0 

其
處
で
先
つ

ggx

の
.爲
め
に
出
發
點

と
な

つ
た

ffi
e
g
e
i

の
國
家

«
を
一
臀

す
る
必
躲
が
あ
る
。

 

:
國
：家

」
J

社
會
ビ
の
區
別

.は
：

H
e
g
e
l

に
依
つ
て
始
め
て
行
は

^

た
0

社
會
は
彼
れ
に
從
へ
ば
、
 

幾
：多
の
家
族
が
其
各
自
の

‘欲
：望
滿
足
の

„爲
，め
に
相
互

間
に
倚
賴
關
係
を
結

.ぶ
こ
と
に
由

.つ
て

.

 

成
立
す
る
。

c
g
o
w
.

の：
.解
說
す
る
ビ
こ
ろ
に
依
れ
ば
、社

.會
は

「

欲
望

'ミ
欲

望

：.滿

延

の

爲め
に

行

は
.

 

る
’：、
；
勞

働

」

行

爲

ど

の
»
系」

で
あ
る
。
而
し
セ

H
e
g
e
l

:
は
欲
_

滿

足
、
即

ち

一
般
的
生
活
資
料
獲

.

 

#

の
過
程
を
社
會
の

活
動

®

域
ビ

見
る

と
こ
ろ

か
.ら

、市
R

社
會
を

「

凡
.ベ

t-
の
人
の

凡

ベ
て

の

.
 

A
 ii

す
る
很
人

的
私
利

害
の

戰
場

」

ど
稱
し
て

居

る
0
で
あ
る

^golltsphiosophie 

§ 

然 

る
に
:'
國
家
に
至
つ

て
は

全
く
是

k

異
-な

る
も

の
で

あ
る
。

.國
家
は

:
1全體丨

の
合
理
的
意
思
‘に 

甚
；.

づ
く
組
織
、結
合

で
あ
づ

X
從

り

て
そ

れ
は
：

個
人
の
自
由
意
思
、意
見
、明
示
さ
れ
た
る
合
意
を

 

甚
礎

w

す
る

も

0

で
あ
る
。

併
し
.乍
ら
國

家

建
設
の

©
め
に
は

總
意

*

け
で
は
充
分
で
な
い
。

 

舞
意
屈
が
ま

'た

51
に
满
自
體
に
於
て
合
理
的
，の
も
の
で
な

.け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

.

.從
て

ff
i

a

u
は 

_

家
，を
定

.義
1

て

減

理

：的

全

，體

、
启

曲

の

實

瑰

一

と

f

ひ
、

「

一

般

的

利*

及
び

*
實
質
た

：

る
#

‘殊

.利 

害
の
維

■持」

を
國
家
の
：

'目
：的
と
認
め
て
居
る
の
ヤ
あ
る
。

.而
し
て
此
目
的
ば
自
由
と
必
然
，ご
を

.
第
十
七
卷
：

2
六
三〕
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酴
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說

：

社
會
主
菝
ビ
_
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I
雛
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一
身
に
兼
ね
る
法

.制
：
.の
：施
行
に
由
て
逄
せ
ら
れ

る

0

此
等
法
制
の
，全
部
が
合
し

V

國
憲
を
成 

す
の
で
一
あ
る
。

從
つ

V

*
法(

勿
論
成
文

.の
も
の
た

.る
を
耍
せ
す

)

■は
，國
家
及
び
國
家
秩
序
の

® 

遼
.を
，成
す
も
の

.：で

，H
e
g
e
l

.

は
こ
れ
を
統

'^
由

ク

て
實

'現
せ
ら
れ

.、且
つ
政
府
.機
關
及
び
個
入 

へ
0-
主
：觀
性

•に
對
し
セ

“保
議
せ
ら
る
'、
一
般
的
合
理
的
意
思
ど
定
義

し

て

居
る
。

o
l
w
, 

a. a. 

p 

239-242) 

;

.

.併
し
右
に

I

 

I

 S
て

f

の
は
、歷
史
上
に
存
す
る
現
實
の
：國
家
で
は
な
く
て
、思
想 

上

^
構
成
せ
ら
れ
た
る
國
家
细
想
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
故
に
彼
れ
も
其

「

法
律
哲
學

』

の 

1—
2
5
8
)

に「

國
家
を

_

念
す
る
に
方
つ
て
は
、人
は
特
定
の
國
象
、特
定
の
.制
度
を
念
頭
に
置 

か

-

し̂
て
、
^II

、

即
ち
此
眞
神
其
自
體
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な

&;
ぬ」

ビ
云
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
 

歷
史
上
に
實
存
す
る
國
家
：に
就
て
見
れ

ば

、

を
れ
は

H
e
g
e
l

R
從
へ

.ば
、國
家
形
成
の
域
に
達
し 

た
民
族

.內
に
於
て
：、分

業

S

果
資
產
の
不
平
等
及
び
職
業
階
級
ハ
の
分
岐
を
生
、じ、こ
れ
が
政
治 

的
狹
序
を
必
耍
已
び
を
得
ざ
な
も
の
た
ら
し
め
る
こ
^
に
依
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

故 

ぐに

^

め
.か

^

國
象

：£
K

ふ
_

家
は

「

實
質
的

」

差
別
に
，基
づ
き
、階
級
的
不
平
等
及
び
階
級
的
對
抗 

.. に
：.

基
'へ
づ
ぐ
も
の
で
あ
る
。
即
ち

p
s
o
s
o
p
h
i
e

 

des 

G
e
i
s
t
e
s

の
一
節

-
发

)

に

0.
く
、#

民
耻
會
及

び
某
と
共
に
國
家
の

.存
在
す
る
ビ
こ
ろ
に
は
、階
級

(

s
5r
:
n
d
e

)

の
差
別
が
起
る
。

.…

國
憲
の

M
史

.

■

,

.

 

.

.

.

——

 

.

: 

: 

,

■:
■
.
,
■
.
-
. 

;

.

:

;

.

■

.

.

. 

.

.

95
e Geschichte 

cler 

v
e
r
f
a
s
i
g
e
n
)

は
是
等
階

‘級
の
形
成

'個
人
の
こ
れ
に
對
し
、そ
の
相
互

'
 
に

®

1
>

及
び

'其

中

心

點

に

ぃ

對

す

_

法

律

的

關

係

の

，歷

史

で
：：

あ

る」

ど
：。:.
:故

に
.國
家
ミ
，同
時
に
政
治
的
不

平
等
、支
配

.權

.カ

^
雜
支
配
考
，の

〗

別
、支
酤
權
管
廳

*首
長
等

.な
る
ち

^'
'

る
0

換
言
す

:

,
 

.

-

: 

,

,

'
. 

.

.

れ
ば

H

切
憲
法
史
の
眞
：内
：容
：を
；成
す
：も

^
:
.は
、階
級
の
發

0

ご
分
化
ど

.及

.び
國
家
內
に
於
け
る 

-

法
律
：
®

地
：位
を
爭
ふ
階
級

.間
の
，闘

#V

で
み
る

;0
;「

I

切
從
來
社
會
の
膝
，史
は
階
級
鬪
.爭
の
歷 

史

■で
あ
る

」

ヒ
云
ふ
共
產
霉
宣
言

«:
祖

0

1
旬

.は

H
e
g
e
r
Q

見
解
ビ
甚
だ
相
近
い
の
で
あ
る
。
 

斯
め
如

'ぐ

I

I

_

家
の
も
と
階
級
一
別
階
級
對
杭
に
基
づ
け
、る
も
の
な
る
.

』

ビ
を
認
め
る 

ど
同
時
に
、彼
れ
は
實
：花

0
國
家
が

「

自
由
一
の
實

.現j

な
る
彼
れ
の

„國
家
理
想
か
-ら
甚
だ
遠
ざ
か
つ

.

.

.

.

.

.

. 

■
 

-
 

I

て
居
る

.も
の
な

6
1乙
ど
を
認
め
る
に
憚
ら
な
か
つ
た

:;
0

古
代
の
希
藤
及
び
羅
馬
の
國
家
、中
世 

:

國
家
、教
し
 

< 
は
官
僚
國
家
、何
れ
も
彼
：れ
の
®
想
に
適
は
ぬ
も
の
で
あ
つ
れ
。
併
し
是
等
現
實 

諸
：國
家
の

.缺

.陷
は
、

H
e
g
e
i

の
-
國
家
觀
に
取
つ
て
開
題
ど
な
る
も
の
で
は
な
い
。
此
等
の
事
實

■
 

I
 
•
 

•
 

. 

-

.は
、た
：ぐ
國
家
が

«
發

'展

上

に

，於

V

未

だ

眞

自

的

を

，成
就
せ
ず
’未
だ
未
完
®
不
完
全
の
狀
態 

k

ぁ
る
こ
ビ
を
示
す
：に

®
ぎ
な
い
：。
縱
令
國
家
が
其
起
源
に
從
へ
ば
强
權
か
ら
生
じ
た
も
の 

;

:
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一

六
六)

論

說

社

會

主

義W

國
家 

第
二
號 

八
 

で
あ
つ
て
も
、ま
ぬ
典
歴
史
的
發
達
過
程
に
於
て
は
、縦
令
如
何
に

®
化
し
、如
：何
に

0 
0
e
M
し 

て
ゐ
て
も
，を
れ
は
國
家
の
ィ
デ
二
、國
家
の
_

念
に
取
つ
て
は
間

®

に
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
現
象 

と
し
て
の

0
家
は
、

«

に
一
個
の
歷
史
的

.事
物
、歷
史

’的
考
察
の

‘對
象
た
る
に
過
.ぎ
ぬ
も
の
で
、國 

家
の
本
質
は
別
の
處
に
存
す
る
ビ
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る

(
c
u
n
o
w
'
s
.

 

242_244 
2
00

0
-
2
8
3

)

。

::
:(

§

 

- 

■

M
a
r
x
.

の
初
期
の
作
物
は
、明
か
に

H
e
g
e
l

國
家

®

の
影
響
の
跡
を
；示
し
て
居
る
。
彼
れ
が
國 

家
を

.自
由
の
實
現

<

稱
：し
、又
：完
成
國
家
に
實
：在
の
：未
完
成
國
家
を
對
立

.せ
し
め
て
.居
る
の
が 

そ
れ
で
あ
る

”

.一，八
四
ニ

 

.年
'彼
.れ
が

K
o'lnische 

Z
e
i
t
u
n
g
.

の
爲
め
に
草
し
た

s
o
u

 

die 

PHlosophie 

d
5*religi

o«s
s

 

Angelegsheiten 

s
c
h

 

in 

Zeitun
/Qsartikeip 

besprechen? 

 ̂
題
す
る
論
說
の
中
に
彼 

れ
：は

'斯
ぅ
書

.い
て

®

る
。
:
^T

は
甚
督
敎
的
國
家
：が

■國
家
の
槪
念

——

合
理
的
自
由
の
實
現
た 

る
べ
き
國
象
の
概
念

——

に

®
應
す
る
，か

(

適
應
す
れ
ば
、基
督
敎
國
家
た
ら

ん

が

爲
め
に
は
、合

.
 

理
.的
.國
家
た
る
以
外
に
何
物
を
も
要
せ

Iす
、又
國
家

'を
人
間
關
；係
の
理
性
ょ
り
し
て
發
菔
せ
し 

む
る
を
以
て
事
足
る

0.
で
め
つ
て
、こ
れ
は
哲
學
の
完
成
す
ベ
き
仕
事
で
あ
る
)

七

C

レ
も
或
.は 

合
理
的
自
由
の
國
家
を
華
督

.敎
か
ら
發
展
せ
し

.め
る
己

.ビ
が
出
來

t s, v
(

此
場
合
に
は
諸
君

自
ら
此

'發
展
は
基
督
敎
の
傾
向
に
存
せ
ぬ
事
を
承
認
す
る

.で
あ
ら
ぅ
。
何

V
J

な
れ
ば
基
督
敎 

は
：何
等
の
惡
國
家
を
欲
せ
す
、而
し
て
合
理
：的
自

由

0
實
現
に
あ
ら
ざ
る
國
家
は

一

の
惡
國
家 

で

あ

，
る

か

ら

で

あ

，る

)

何
れ
か
で
あ
る
。

1

諸
君
は
欲
す
る
が

®

に
此
デ
レ

Y

に
答
へ
て
好
い

• 

而
し
て
餓
君
は
國
家
が

；

宗
：敎
か
ら
：構
成
せ
ら
れ
ず
し
て
：、自
由

0

ff
l

tt
か
ら
構
成
せ
ら
る
べ
き 

こV
)

を
承
認
せ
ざ
る
：を：得
ぬ
で
あ
ら
ぅ

0

'此
：理
論
、即
ち
國
家
概
念

0
,獨
立
：化
が
最
新
哲
學
者 

の
一
：時
の
落
想
な

X

主
張
し
；得
る
も
の

は

、

た

ダ
極
.端
な
る
無
智
の
人
あ
る
の
み
で
あ

る

。」 

「

併
し
乍
ら
舊
來
の
哲
；學
的

'國
：法
學
潘
が
或

.は
名
擧

.心
或
は
：社

.交
ー
性

1な
：る
衝
動
か
ら
、若
し
く
は 

理

»

か
ら
、併
し
社

t
0
:理
性

.か
ら
：で
：は
な
：

‘く
て
個

A

の
'理
性
が
：ら
國

.家
を
：解
釋
し
れ
と
す
れ

:ば
、觅
：

^

«
念
的
、货
に
；根

.本
的
な

♦

最
新
哲
學
の

11
解
'は：、之

.を
全

.體

.
0
®
M
s
e
e 

des 

Ganzen)

■
■:
-

'

•

-
:

 

:

 

.

 

.

 

— 

：

.

か
：
..ら
解
：釋
す
る
。

;.
.最
新
：哲
學
，
，は

、
.國
家
を
大
有

.機

®

も
恩
て
居
る
。
：此
有

*
體

.內
：に

於

て
法

#
.
 

上

：：道

德

上.政
治

.上
の
自
由
が
實
：：現
せ
：ら
れ
、而
し
て
市
民
は
國
法
に
遵

.ふ

z」

€ U

依
つ
て
、彼
自 

身

0

_
性
の
：自
然
法
則
、人
間

_

性
の
：自

然

法

則

K 
0

ふ
に
過

「

ぎ
ぬ
も

'0,
ビ
見
て
居
る
の
で
私

.
 

る
”
：復
れ
赘
言
を
要
せ
：

t

」
(

A

t

f

Ferdinand Lassalle 
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國家 

第二锞
 

！〇

又
：完
成
：國
家
、未
完
脱
國
家
の
思
想
は
、

J
u
d
e
n
f
r
a
g
e

中
の
下
の

一

節
に
由
て
明
か
に
之
を
親 

.
ふ
i

ビ

♦か
出
來
る
。

そ
れ
に
日
く

「

叛
謂
基
督
敎

0

0

は
不
完
全
國
家
で
あ
つ
て
、̂
#
敎
は
こ 

れ
.，に
取

「

つ
て
は
其
不
完
全
性
の
補
充
、神

®
化
た
る
も
の
で
あ
る
。，

.
さ
れ
ば
宗
敎
は
，甚
督
敎
國

-

..

.

 

.I

.

.

'.
.

:

ン 

.

;'
|

 
.
.

 

✓

象
に

IR
つ
て

は
手
段
ど
し
て
必
要
と
な

る
。

.
而
し
て
基
督
敎
國
家
は
傭
善
の
國
家
で
あ
る
。
 

.完
成
國
家
が
國

.家
の
：

1
般
的
：本

®

に

#
す
，る

'缺
陷
の
.爲
め
に
宗
敎
を
其
前
提
の
一
に
數
へ
る 

:;
&
,ち
未
完
成

W
'家
.へ
が
其
特
殊
の

^

^

0
爲
め
に
宗
；敎
を
其
基
礎
ミ
す
る
の
ビ

ば
：：

大

：な

る

相a
で

ぁ

：
る.
f

■ 

. 

. 

■ •
 

■

匕
ー
於
弋
は

.完
成
政
治
も
免
れ
ざ

.る
不
完
；全
性
が
宗
敎
に
於
丈
現
れ
る
。
所
謂

1基
督
敎
國
家
は 

園
ら
國
家

S
し
で
完
：成
；す
る
爲

め

(:
,基
督
敎
を
必
要
ビ
す
る
。
民

'主
國
家
、現
實
國
家
は
も
の 

.政
治

s

完
成
の
爲

■:

め
に

」

宗
敎
を
要
し

.：な

;
s
:°
民
主

»
家
は
寧
ろ

^

來
，る？
何
ぐ

.な
れ
：ば
、其
中
に
：於
そ
宗
敎
の
入
間
的
甚
礎
が
現
世
的
；方
法
：を
以
て
實
行
：せ
ら
れ 

て
居
る
か
ら
で
あ
ふ

-:
と(Ads 

d
e
m

 

M
i
e
m
r

 
ぎ hen 

NacMass, 
I 
Bd. 

s* 

411)

: 

@

)

.：

ぃ
：
然
る
に
：

M
a
r
x

は
そ

0 

つ
て

其
國
家
觀

も

漸
く 

Hegei

け 

請

：

^

^

^

:

^

^

巧

.

.

.

.

.

.

.

:■
-':
: 

: 

. .

■:
.
.

.

.

. 

' 

.

.
'
.
,

:
:

:
-

.

.

.

.
へ
-
:■
 

.
:
,
:
.
 

.

.

.

を
離
れ
て
批
評
的
に
な
つ
て
行
つ
た

:0
彼
れ
は
漸
く
國
家
を
階
級
的
抑
藤
の
機
關
ビ
し
て
の

:
み
見
る
や

ラ

に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
旣
に
國
家
の
本
質
が
赠
級
的
抑
腿

0
機
關
た
る
こ
ど
に
：

存
す

.る：W

す
れ
ば
、

®
率
は
遂
に
ば
ぶ

a

CD
謂
ふ

M
味
で
の
完
成
の
狀
態
に
達
ず
る
こ

W

は
な

い

@
で
、階
級

的
抑

滕
の
廢
止
せ
ら
れ
れ

f
こ

ろ
で
は
、國
家
も
亦
其
袼
立
の
基
礎
を
失
は
ざ
る

を
得
.な

S
,

の
で
あ
る
。
然
る
に
無
産
階
級
の
解
放
運
動
の
目
標
は

J

切
階
級

別
、
階
級
對
抗
の

.廢

#

で
あ
る
と
す
れ
成
此
連
動
は
究
周
に
へ
於
で
人

¥

か
，
3
る
を
得
ぬ
替
で

.あ
る
。
彼
れ
は
，「

哲

.學

0
貧
因

」(
一

八
四
七

f
-の
終
ら
に
迪
い
一
節
で
_
に 

此
.事
を
云

0
で
居
各
ぅ

「

第
三
階
級
の
解
放

>市
へ
民
的

_

序

0
條
件
が
、
ー：切
特
權
的
身
分
の
撤
廢 

で
あ
つ
ぬ
や
ぅ
に

#

働
階
級
：の
解
放
の
條
件
は
階
級
^
云
ふ
階
級
を
撤
廢
す
る
こ
と
是
代
で 

あ
を
。
勞

«
'階
級
は
進
化

0:
道
程
上
に
於
て
：舊
ブ
^

【

ョ
ヮ
社
 

に

階

：級

及
 

.び
階
級
對
杭
を
排
除
す
る
：

1

の
聯
合
を
以

V

す
る
で

^

る

*
-の
は
最
早
な
ぐ
な
る
で
あ
ら
ぅ
。
何
と
な
れ
，ば、政
治
的
權
カ
な

る
も

の
は

JE
に
ブ
ダ
ジ 

*
ソ
社
會
內
に

於
け

る
階
級
的
對
抗
の
公
式
；表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

。」(Das s
e
n
d

 der p
h
u
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:
說

社
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國
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箜
蕻
 

一二
 

■
0
に
.同
じ
年
：に
書
か
れ
：

■
年
始
め
に
公
表
せ
ら
れ
た

『

共
產
黨
宣
言
し
の
中
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